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計 3 件

◎予算
（２件）

総務部 【１】平成23年度三重県一般会計補正予算（第10号）

  予算 補正額 約 １０９億円）

【２】平成23年度三重県流域下水道事業特別会計補正予算（第４号）
   （国の３次補正予算に対応するための補正予算                        補正額 約 ５億円）

◎条例案
（１件） 【３】

環境森林部

（主な制定内容）
(1) 委員会は、知事の諮問に応じて、森林づくりに関する税の在り方、
   使途等について調査審議する。
(2) 委員会は、委員１５人以内で組織する。
(3) 委員会の委員は、学識経験を有する者その他知事が必要と認める者
   のうちから、知事が任命する。
(4) 委員会の庶務は、環境森林部において処理する。

（国の３次補正予算に対応するため及び森林づくりに関する税の検討等を行うための補正

平成２３年第３回三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その６）

件 名 概 要

森林づくりに関する税検討
委員会条例案

県内における平成２３年台風第１２号等による災害の発生を
踏まえ、県民の安全で安心な暮らしを確保する上で、山地災害

の防止、水源の涵
かん

養、地球温暖化の防止等森林の公益的機能の
果たしている役割は重要であり、その恩恵は広く社会全体が享
受していることに鑑み、災害に強い森林づくり、森林環境教育
の振興、森林づくりへの県民の参画等を推進する必要があるこ
とから、森林づくりに関する税の在り方、使途等について調査
審議するため、森林づくりに関する税検討委員会を設置するも
のである。
（公布の日から施行し、施行の日から起算して１年を経過した
日に、その効力を失う。）
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